
 

 

令和 4年 4月 28日 

株式会社 清水銀行 

 

住宅ローン団体信用生命保険「夫婦連生がん団信」の導入について 

 

清水銀行（頭取：岩山 靖宏）は、多様化するお客さまの幅広いニーズに対応するため、令和 4

年 5 月 1 日（日）より、住宅ローンに附帯する団体信用生命保険(以下、団信という)として、「夫婦

連生がん団信」の取扱いを新たに開始いたします。 

「夫婦連生がん団信」は、連帯債務者である夫婦どちらかの死亡または高度障害に加え、がん（上

皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く）と診断確定された時点で保険金支払を行う特

約付きの団信で、連帯債務者の保障をより充実させた商品です。また、余命6ヵ月以内と診断された場

合に保険金が支払われるリビング・ニーズ特約も附帯しております。 

当行は、今後もお客さまのニーズを的確に捉えたご提案を行うことにより、より付加価値の高い商品・

サービスを提供しつづけ、お客さまにより一層満足いただけるよう努めてまいります。 

 

記 

 

１．【商品概要】 

商品名 夫婦連生がん団信 

対象となる住宅ローン 「しみず住宅ローン」「ハッピーエブリデー」「ロングエスコート」 

ご利用いただける方 

1.当行で新規に対象となる住宅ローンを夫婦かつ連帯債務でお借入される方 

2.夫婦ともにお借入時の年齢が満 18歳以上 45歳以下で、最終返済年齢が 

満 81歳未満の方 

3.夫婦ともに所定の加入条件を満たすことができる方 

ご融資利率 住宅ローン適用金利に年 0.3％を上乗せさせていただきます 

保障内容 

・死亡保険金 

・高度障害保険金 

・がん診断保険金（上皮内がん、皮膚の悪性黒色種以外の皮膚がんを除く） 

・リビング・ニーズ特約保険金（医師の診断書等で保険会社に余命６ヵ月以内と

診断された場合に保険金が支払われます） 

附帯サービス 
・セカンドオピニオンサービス（医師の手配・紹介サービス） 

・２４時間電話健康相談サービス 

引受保険会社 クレディ・アグリコル生命保険株式会社 

 

 



 

 

２．取扱い開始日 

 令和 4年 5月 1日（日） 

 

３．取扱店 

 各ローンセンターまたは全営業店 

※詳細につきましては、各ローンセンター窓口または下記お問合せまでご連絡ください。 

以上 

 本件に対するお問い合わせ   清水銀行支店営業部 河合   電話 054-366-9990  


